
主要国・地域の外国人に対する主な入国・入域制限措置（2/14現在） 

令和 2年 2月 14日 

外務省 

●韓国 

湖北省発行の旅券を所持した中国人の入国禁止。 

過去 14日間以内に湖北省に訪問歴のある外国人の入国禁止。クルーズ船入港を禁止（給油，船

用品供給目的の下船を伴わない入港を除く）。 

 

●香港 

湖北省居住者及び過去 14日間以内に湖北省に滞在した者の入境禁止（香港居住者を除く）。 

香港空港等３か所以外の中国との出入境ポイントの閉鎖。 

 

●台湾 

中国本土在住中国人（香港・マカオ籍を除く）の渡航の全面禁止。香港・マカオ籍者の入境も原則

禁止。過去 14日間以内に中国（香港・マカオを含む）に滞在し，又は駐在した外国人（居留証所持

者を除く）の入境禁止。国際フェリーの台湾寄港禁止。大陸・台湾間の客運停止（北京首都空港等

５つの空港を除く）。 

 

●米国 

過去 14 日間以内に中国（香港・マカオを除く）に滞在歴のある外国人（永住者等除く）の入国禁止。

中国出発便及び過去 14 日間以内に中国（香港・マカオを除く）滞在歴がある者の搭乗便の到着

空港の制限（指定 11空港に着陸）。 

 

●シンガポール 

過去１４日間以内に中国本土に渡航歴のある者（永住者・長期滞在者を除く）の入国及び乗継ぎ

禁止。 

 

●豪州 

過去１４日間以内に中国本土を出発し又は乗継ぎした外国人（永住者等は除く）の入国禁止。 

 

●ロシア 

中国との陸上国境ポイントの全閉鎖（空路は一部運航）。モンゴル経由の中国人の入国制限。 

 

●英国・フランス・ドイツ・イタリア・カナダ 

外国人入国拒否等の措置は実施していない。 


